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「大規模修繕工事はもっと簡単にできる」
第19回新時代のマンショセミナー

■第一部

■第二部　
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10月26日オンラインで開催10月26日オンラインで開催

　集改センターでは、第19回新時代のマンショ

セミナーを10月26日午前、オンラインで開催し

ます。

　今回のテーマは「大規模修繕工事はもっと簡

単にできる～第１回目と２回目、３回目の違い

～」です。

　管理組合にとって、定期的に実施する必要が

ある大規模修繕工事は、大変に手間のかかるイ

ベントです。ただ、過去の工事の資料を生かす

ことができれば、大幅な省力化が可能ではない

でしょうか。

　今回のセミナーでは、集改センターの松山功

代表理事（一級建築士）が長年の経験をもとに、

設計図書や以前の工事の竣工図書など、代々の

管理組合に残る「レガシー資産」をうまく利用

して、工事の簡略化を図る方法を考えます。

　第二部では、田島政幸マンション管理士

が、最近のマンション管理をめぐる様々な動き

についてお話しします。今回もオンライン形式

（ZOOM）のセミナーで、質疑応答、交流の時間

もたっぷり設けています。

　パソコン、タブレット、スマートフォンなど

でお気軽にご参加ください。

【日時】2024年10月26日（土）10：00～12：00

（終了後30分まで　雑談タイム）

【場所】オンライン（Zoom）

【参加費】無料

【定員】30名

【申込】https://forms.gle/qVtLpqiv7ZL4t4Zk6

【申込締切】10月23日（水）

【お問い合わせ】

　TEL：06－4703－5221　

　FAX：06－4703－5222

　https://www.shukai.or.jp/

「竣工図書・販売パンフレ

ットは価値ある資産」

【講師】

松山功一級建築士

「マンション管理の動向」

【講師】

田島政幸マンション管理士
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マンション居住の状況

　「世帯主の年齢」は、「60歳代」が27.8％と

最も多く、次いで「50歳代」が23.7％、「70歳

代」が21.7％、「40歳代」が15.7％。前回調査

と比べると、30歳以下は7.1％から6.2％へと減

少する一方で、70歳以上は22.2％から25.9％へ

と増加している。

　「賃貸戸数割合」は、賃貸住戸がないものが

2.8％、賃貸戸数割合が20％を超えるものが15.5

％。

　「空室戸数割合」は、空室（３ヶ月以上）が

ないものが55.4％、空室戸数割合が0％超～20％

のものが33.2％、20％を超えるものが0.8％で、

前回調査より空室がないものが7.5ポイント増え

ている。

　「所在不明・連絡先不通の戸数割合」は、20

％超のマンションは存在せず、0％超～20％のマ

ンションは3.3％、所在不明・連絡先不通の住戸

が無いマンションは87.7％。

永住意識は低下

　「永住意識」については、「永住するつもり

である」が60.4％。年齢別では、年齢が高くな

るほど永住意識が高くなる傾向にある。前回調

査と比べると、「永住するつもりである」は2.4

ポイント減少し、「いずれは住み替えるつもり

である」は17.1％から17.7％と増加している。

　「マンション購入時に考慮した項目」では、

「駅からの距離などの交通利便性」が71.6％で

最も多く、次いで「間取り」が61.4％、「日常

の買い物環境」が53.5％となっている。

マンション管理の状況

　「管理規約及び細則等の作成状況」は、管理

規約がある管理組合は94.7％で、使用細則・協

定等がある管理組合は88.5％。定めている使用

細則・協定等の種類では、「駐車場」が81.8％

と最も高く、次いで「専有部分に係る使用･居

住」が81.1％、「自転車置場･バイク置場」が

72.9％、「専有部分の修繕等」が71.4％、「ペ

ット飼育」が70.5％、「ベランダ・バルコニ

ー」が56.2％となっている。

　「月／戸当たり管理費」は、駐車場使用料等

からの充当額を含む月／戸当たりの管理費の総

額の平均は1万7103円で、総戸数規模が大きくな

るほど低くなる傾向にある。

　「管理状況全般の満足度」は、「非常に満足

している」が24.4％、「やや満足している」が

36.8％。不満であると回答した理由は「一部の

居住者の協力が得られにくいので」が56.4％と

最も多く、次いで「管理組合役員が不慣れなの

で」と「その他」がともに24.2％、「マンショ

ン管理業者が良くないので」が21.2％となって

いる。

　「電気自動車充電設備の設置状況」は、「あ

る」が5.7％、「ない」が90.7％。

　「置き配の実施状況（新規調査項目）」は、

「特にルールを決めていない」が86.0％と最も

多く、「管理規約または使用細則に置き配を規

定し､置き配を全面禁止としている」は2.5％。

宅配ボックスは半数が設置ずみ

　「宅配ボックスの設置状況（新規調査項

目）」は、「竣工当初から設置されている」が

最も多く49.2％、「設置の検討はしていない」

が25.3％、「後から設置した」が8.2％。宅配ボ

ックスの設置台数の平均は8.3台で、完成年次

が新しくなるほど平均台数が大きくなる傾向に

ある。設置意向については、「すでに設置され

ている」が60.6%、「どちらともいえない」が

15.9%、「設置したい」15.5%、「設置したくな

い」が6.5%。

建物・設備の維持管理の状況

　「長期修繕計画の作成状況」は、作成してい

る管理組合の割合は88.4％で、前回調査の90.9

　国土交通省では５年に一度、管理組合や

区分所有者を対象にした「マンション総合

調査」を行っていますが、このほど令和５

年度（令和５年 10 月～６年１月）の調査結

果をまとめ、公表しました。以下ではその

概要を紹介します。

国交省「令和５年度マンション総合調査結果」
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％から若干減少している。

「長期修繕計画の計画期間」は、「30年以上」

が72.7％、「25～29年」が6.2％で、完成年次が

新しくなるほど計画期間が長くなる傾向にある。

30年以上の割合は前回調査の60.0％から増加し

ている。

長計見直しは５年毎が63％

　「長期修繕計画の見直し時期」は「５年毎を

目安に定期的に見直している」が63.2％（前回

調査56.3％）、「修繕工事実施直後に､工事の

結果を踏まえて見直しを行っている」が9.9％、

「修繕工事実施直前に､工事計画の検討と併せて

見直しを行っている」が9.4％。

　「長期修繕計画作成ガイドラインの準拠状況

（新規調査項目）」は「準拠している」が72.8

％。

　「月／戸当たり修繕積立金」（駐車場使用料

等からの充当額を含む）では、総額の平均は1万

3378円。駐車場使用料等からの充当額を除くと、

平均は1万3054円。

　修繕積立金制度がある管理組合のうち、計画

期間25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積

立金の額を設定している割合は62.4％（全体に

対する割合は59.8％）となっている。

　また、過去５年以内に新築したマンションで、

計画期間30年以上の長期修繕計画に基づいて修

繕積立金の額を設定している割合は75.3％で、

前回調査の43.3％から増加している。

　「現在の修繕積立金の積立方式」は、均等積

立方式が40.5％、段階増額積立方式が47.1％。

完成年次別にみると、完成年次の新しいマンシ

ョンほど段階増額積立方式となっている割合が

多くなる。

修繕積立金不足は36.6％

　「修繕積立金の積立状況」では、計画上の修

繕積立金の積立額と現在の修繕積立金の積立額

の差は、現在の積立額が計画に比べて不足して

いるマンションが36.6％で、不足がある割合が

20％超のマンションが11.7％になっている。

　「大規模な計画修繕工事の実施状況」は工事

項目の実施割合では「外壁塗装工事」が87.1％

と最も多く、次いで「屋上防水工事」が75.0％、

「床防水工事」が61.6％となっている。

　直近の大規模な計画修繕工事と同時に実施し

た修繕工事の内容として、「鉄部塗装等工事」

が81.6％と最も多く、次いで「建具･金物等工

事」が35.6％、「共用内部工事」が29.1％。

　「省エネ改修工事の検討・実施状況（新規調

査項目）」は、実施したことが「ある」が27.9

％、「ない」が63.3％。実施した省エネ改修工

事の内容として、「照明器具のLED化」が94.6％

で最も多く、次いで「サッシの省エネ化」が8.6

％、「昇降機設備の高効率化」が7.4％。

バリアフリー化工事はまだ２割

　「バリアフリー改修工事の実施状況（新規調

査項目）」は、実施したことが「ある」が19.5

％、「ない」が71.6％。実施したバリアフリー

改修工事の内容として、「手すりの設置」が

77.7％で最も多く、次いで「スロープの設置」

が53.5％、「滑りにくい床材への変更」が32.3

％。

　「耐震診断・耐震改修の実施状況」は、旧耐

震基準マンションのうち耐震診断を行ったマン

ションは31.6％。そのうち「耐震性があると判

断された」割合は17.1％。また、「耐震性がな

いと判断された」マンションのうち、耐震改修

を「実施した」割合は45.8％、「まだ実施して

いないが今後実施する予定」が29.2％、「耐震

改修を実施する予定はない」が25.0％となって

いる。

　「マンションの老朽化問題についての対策」

では、議論を行った管理組合の割合は25.8％、

議論を行っていない管理組合の割合は66.1％と

なっている。議論を行った管理組合のうち、建

替え・解体等または修繕・改修の方向性が出た

管理組合は51.5％の一方、議論は行ったが方向

性が出ていない管理組合は43.4％。

４割が耐震性に不安

　「耐震性についての考え」は、42.7％の区分

所有者は不安があるとしており、このうち「地

震の不安はあるが、今のままで仕方ない」の割

合が19.8％、「大規模な地震の場合は被害を受

けると思うので不安だ」が14.2％。

　「建替えの必要性」は、「建替えが必要であ

る」が2.4％、「修繕工事または改修工事さえ

しっかり実施すれば建替えは必要ない」が36.4

％、「今のところ建替えは必要ない」が54.3％。

（７面につづく）
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TEL:072-225-0210 

FAX:072-221-2101 

 

 

雨 漏 解 決
株式会社なにわ建築保全

一般社団法人全日本雨漏調査協会 会員

（代表理事） 登録：

特許工法：レインボービューシステム

色の発光色をもつ調査液を用いて紫外線投射により

浸入口・浸入経路を特定する特許取得工法。

より正確な雨漏りの原因を解明する事を目指しており

ます。

あらゆる漏水に対応！

公共施設・ 駅舎・マンション・戸建て 等々

雨漏りでお困りでしたら

株式会社 なにわ建築保全

をご指名下さい。

〒 東大阪市長田 丁目 番 号

・ ：
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BeforeAfter

“居ながら施工”で あっという間に 快適な暮らしへ！

LIXILリニューアルのサッシ・玄関ドア『カバー改修』

Before After

お電話での
お問合せはこちら

06‐6390‐5205
受付時間 平日9:00～17:00

Webからの
お問合せはこちら 関西支店

大阪市淀川区西中島3-10-11LIXIL新大阪ビル8F

窓リフォーム 玄関リフォーム



- 7 -

NPO集改ニュース2024（令和6）年10月 通巻第73号

管理組合運営等の状況

　「管理者・監事の選任」は、92.1％が管理組

合代表者で、区分所有者以外の第三者が管理者

となっているマンションは3.7％。

　「総会の開催状況」は「年に1回開催してい

る」が89.9％で最も多く、「年に2回以上開催し

ている」が6.4％。「総会への出席状況」（委

任状及び議決権行使書提出者を含む）は、平均

88.5％。委任状及び議決権行使書提出者を除く

と、出席割合の平均は24.6％で、総戸数規模が

大きくなるほど低くなっている。

　「専門委員会の設置状況」は、「設置してい

ない」が52.5％で、総戸数規模が大きくなるほ

ど設置している割合が高くなっている。設置し

ている専門委員会の種類については、「大規模

修繕や長期修繕計画に関する委員会」が86.7％

と最も多く、次いで「防災に関する委員会」が

19.6％、「規約・細則の制定や見直しに関する

委員会」が15.0％となっている。

　「組合員名簿等の作成及び閲覧状況」は、名

簿は86.0％の管理組合が整備し「変更があるた

び都度更新している」または「1年に1回以上定

期的に内容の確認を行っている」が68.7％。緊

急連絡先は81.7％の管理組合が整備し、変更が

あるたび都度更新している」。

　「大規模災害への対応状況」は、「消防設備

等の点検を実施している」が69.5％で最も多く、

次いで「定期的に防災訓練を実施している」が

39.8％。

４割が専門家を活用 

単発のコンサルが最多

　「専門家の活用状況」は、活用しているマン

ションは41.4％。専門家の種類では「建築士」

が15.6％と最も多く、次いで「弁護士」が14.5

％、「マンション管理士」と「管理業務主任

者」がいずれも13.8％。

　専門家の活用内容は、「単発のコンサルティ

ング業務」が65.2％と最も多く、次いで「顧問

契約」が22.2％、「管理者・理事長への就任」

が2.9％となっている。

　外部役員の選任意向は、検討しているまたは

将来必要となれば検討したい意向を持つマンシ

ョンが34.6％。検討理由は、区分所有者の高齢

化が42.7％と最も多く、次いで役員のなり手不

足が42.3％となった。

　「トラブル（過去１年間）の発生状況」

は、「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」

が60.5％と最も多く、次いで「建物の不具合に

係るもの」が31.7％、「費用負担に係るもの」

が24.2％。一方、「特にトラブルは発生してい

ない」が16.0％。単棟型と団地型を比較すると、

団地型は、単棟型に比べ各トラブルの発生率が

高くなっている。

　「居住者間の行為、マナーをめぐるもの」の

具体的内容については、「生活音」が43.6％と

最も多く、次いで「違法駐車」が18.2％、「ペ

ット飼育」が14.2％となっている。「建物の

不具合に係るもの」の具体的内容については、

「水漏れ」が20.1％と最も多く、次いで「雨漏

り」が10.7％となっている。「費用負担に係る

もの」の具体的内容は、「管理費等の滞納」が

20.2％となっている。

　「管理費等の滞納状況」は、３ヶ月以上滞納

している住戸があるマンションは30.1％。また、

完成年次別では、築年数が古いマンションの方

が割合は高くなる傾向がある。

修繕積立金見直しが課題

　「管理に関して取り組むべき課題」としては、

「修繕積立金の積立金額の見直し」が36.2％と

最も多く、次いで「長期修繕計画の作成または

見直し」が33.0％、「共用部分の利用に関する

ルールの徹底」が26.3％。取得時期が古くなる

ほど「管理規約の作成または見直し」、「長期

修繕計画の作成または見直し」、「長期修繕計

画の作成または見直し」、「管理費等の滞納対

策」、「耐震診断の実施､耐震改修工事の実施」、

「区分所有者以外の専門家を活用した管理組合

運営」の割合が高くなる傾向にある。

　「マンションの管理・運営に疑問を持ったと

きの相談先」は、「マンション管理業者」が

71.2％と最も多く、次いで「理事長（または理

事）」が45.4％、「他の居住者」が25.1％と身

近な相談先の割合が高くなっている。

　「管理組合運営における将来への不安」は、

「区分所有者の高齢化」が57.6％と最も多く、

次いで「居住者の高齢化」が46.1％、「修繕積

立金の不足」が39.6％となっている。
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懇親会には会員・賛助会員・管理組合役員らが参加

総会であいさつする
松山代表理事

来賓祝辞を述べる
藤本名誉教授

集改センター　第22回通常総会を開催

ハード・ソフト面のサポートを一層充実

入会のご案内

■正会員（入会金 6000 円、会費 1500 円 / 月）
マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報や

セミナー、住民交流会等をご案内します。

■顧問契約会員（ネットワーク会員）
マンション管理組合が対象です。『集改ニュース』を戸

数分送付、住民交流会、セミナー等にご優待、広報チ

ラシ作成、ＨＰ作成等のマンション相談も受付けます。

◎本部事務局（06-4703-5221）へお問い合せください

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セ

ンター）は、建物の大規模修繕・改修工事な

どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関

するソフト面の両面から、マンションにお住

まいの方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員

　一級建築士・マンション管理士・弁護士など34名

■ＮＰＯ法人認証

　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

集改センターの概要 **** **** ********

　集合住宅改善センター（松山功代表理事）の

第22回通常総会は６月17日午後、大阪建築会館

で開かれ、２０２３年度事業報告・決算、２０

２４年度事業計画・予算を可決承認しました。

　事業計画では、引き続き大規模修繕工事など

のハード面のコンサルタントと、管理組合のソ

フト面のサポートを推進していきます。また、

本年度からＳＮＳの活用を図るため、ユーチュ

ーブ公式チャンネルを開設し、管理組合向けセ

ミナーなどのコンテンツを充実させます。

　総会後の懇親会で、松山代表理事は「私が代

表理事を受け継いで今年で12年になりましたが、

この間管理会社・設計事務所・コンサルタント

などの役割が変わってきているように感じてい

ます。数年前から、管理会社や大手設計事務所

による工事の進め方に疑問を持たれる管理組合

からの相談や、賛助会員からの相談案件による

業務契約が増えています。また、管理組合運営

をサポートする当センターのマンション管理士

の業務も増えつつあります。当センターは今後

も、管理組合の良きパートナー兼アドバイザー

として、かゆいところに手が届くようなコンサ

ルタント集団を目指します」とあいさつしまし

た。

　このあと来賓の藤本佳子千里金蘭大学名誉教

授が祝辞を述べ、上村允郎理事の発声で乾杯し、

管理組合役員らを交えて歓談しました。


